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グリーン⋅テクノロジー関連出願の審査迅速化についての米国特許庁によ

る試験的プログラム 
2009年12月15日 

 最近、米国特許商標庁(USPTO)は、グリーン⋅テ
クノロジーに関する試験プログラム(｢プログラム｣

と略称)についての発表を行いました。本プログラ

ムでは、最初の3,000人の出願人のみが、申請提出

可能です。また、本プログラムの目的は、グリー

ン⋅テクノロジーに関する一部の出願審査を迅速化

することです。グリーン⋅テクノロジーには、燃料

電池、太陽エネルギー、風力エネルギー、電灯、

電気もしくはハイブリッド自動車、エネルギー保

存(例えば、電池等)、冷却技術、再生利用技術、他

の技術が含まれます。下記に詳細に説明するよう

に、本プログラムでは、出願人が特定要件を満た

す場合、出願に対して審査特別資格が与えられま

す。 

 最近、技術ユニットによっては、第一次オフィ

スアクション発行まで、3年以上かかることがあり

ます。本プログラムでは、グリーン⋅テクノロジー

に関する出願を有する出願人は、このような遅延

を著しく短縮することが可能であるかもしれませ

ん。本プログラムで特別資格を獲得すると、第一

次オフィスアクションを更に早く受理することが

可能となり、特許控訴インターフェアレンス審判

部(BPAI)に対する控訴と特許発行手続きとにおい

て特別資格を獲得することになります。 

I. 期間 

 本プログラムは、2009年12月8日から2010年12月
8日まで有効です。また、USPTOは、先に提出され

た新規出願において特別資格を得るため、最初の

3,000人の出願人のみからの申請を受理します。 

USPTOは、本プログラムを2010年12月8日以降延長

するかもしれませんが、本プログラムでは期間と

申請受理件数において制限があるため、本プログ

ラムに参加希望の出願人は、できるだけ早く行動

を起こすように勧められています。 

II. プログラム参加要件 

 本プログラムに基づく特許出願審査迅速化のた

め、出願人は、下記の要件を満たし、特別資格獲

得申請を提出しなければなりません: 

(1) 出願は、非再発行、非仮実用出願もしくは

米国国内段階にある国際出願でなければならな

い。出願は、2009年12月8日より前に提出されてい

なければならない。 

(2) 出願は、審査時に、本スペシャルレポート

に添付の付録(Appendix)に記載された米国分類の1
つでなければならない。 

(3) 出願には、3以下の独立請求項および合計

数20以下の請求項を含んでいなければならない。

出願には、複合従属形式の請求項をいれてはなら

ない。特別資格獲得申請を提出すると同時に、超

過請求項および/もしくは複合従属形式の請求項を

削除するため、予備補正書を提出することができ

る。 

(4) 出願の請求項は、(a) 環境の質を向上させ

る、もしくは (b) (1) 再生可能なエネルギー源の発
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見もしくは実施: (2) エネルギー源の更なる効率的

な利用と保存; もしくは (3) 温室効果ガス放出削減

に貢献する単一発明に関するものでなければなら

ない。 

(5) 特別資格獲得申請において、USPTOが請

求項は複数の発明に関すると判断した場合、出願

人は、電話面接中に議論なしで選択することに同

意し、申請および分類要件を満たす発明を選択す

ることに同意すると供述しなければならない。審

査官が理屈にかなった努力をした後でも出願人と

連絡がとれなかった場合、もしくは出願人が選択

することを拒否した場合、審査官は、要件を満た

す最初に請求された発明を審査用に選択されたも

のとして取り扱う。 

(6) USPTOの電子ファイリングシステムを使

用し、2010年12月8日より前に特別資格獲得申請を

提出しなければならない。本申請に対しての手数

料は不要である。しかし、申請時に払い戻し不能

である公開手数料を納付しなければならない。 

(7) (限定要件であるかもしれない)第一次オフ

ィスアクションが、特許出願情報検索(PAIR)システ

ムに掲載される日付より少なくとも1日前(前日)
に、特別資格獲得申請を提出しなければならな

い。  

(8) 300ドルの公開手数料を添えて、特別資格

獲得申請を提出しなければならない。出願が未公

開である場合、早期公開申請を添えて提出しなけ

ればならない。 

(9) 特別資格を求める出願が、環境の質(上記

の4(a))に関する場合、発明が、基本的な人命持続自

然要素の回復もしくは維持に貢献することによ

り、環境の質を向上させるため、特別資格を求め

る旨を特別資格獲得申請に供述しなければならな

い。出願において上記の効果を明確に開示してい

ない場合、特別資格獲得申請に、その出願が｢向上

する｣標準をどのように満たすかについて説明する

供述を添付しなければならない。 

(10) 特別資格を求める出願が、再生可能なエネ

ルギー源もしくはエネルギー保存の開発、もしく

は温室効果ガス放出削減に貢献する(上記 4(b)(1)-
(3))場合、特別資格を求める根拠を特別資格獲得申

請に供述しなければならない。出願において上記

の旨を明確に開示していない場合、特別資格獲得

申請に、その出願が｢貢献する｣標準をどのように

満たすかについて説明する供述を添付しなければ

ならない。 

III. 本プログラムに基づく特別資格獲

得申請に関する判断 

 USPTOは、出願が審査されてもよい状態になる

と(例えば、全提出要件を満たすと)、本プログラム

に基づき特別資格獲得申請を許可するかどうかを

決めます。USPTOが申請は上記要件に遵守してい

ないとすると、出願人には不備を訂正する機会が

一度だけ与えられます。本プログラムにおいて不

備を訂正する期間は、1ヶ月もしくは30日間のどち

らか長い期間であり、延長不可能です。   

IV. 特別資格が与えられた際の利点 

 出願に特別資格が与えられると、その出願は、

審査官の特別一覧表に載せられます。少なくとも4

週間毎に、審査官は、最も古い有効提出日を有

し、特別一覧表に載せられた出願に対して行動を

起こさなければなりません。従って、いかに審査

官が本プログラムに基づき出願審査の迅速化を図

るかは、 (1) いつ出願が提出されたか、また (2) 
審査官の特別一覧表上の出願件数に依存します。

審査官の現在の特別一覧表上の平均出願件数は、

様々ですが、通常は少ないものです。通常USPTO
の方針では、出願に対して特別資格が与えられる

と、米国特許審査手続き手引き(MPEP) §708.02(a)III
に基づき、特別資格獲得から数週間で出願審査開

始となります。しかし、本プログラムにおいて、

一部の審査官の特別一覧表中の件数を著しく増加

させる可能性があります。  

 本プログラムに基づき、出願は、第一次オフィ

スアクションの前に、BPAIに対する控訴中および
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特許発行手続き中に、審査官の特別一覧表上に載

せられるだけです。第一次オフィスアクション

後、その出願は、審査官の特別一覧表ではなく、

審査官の補正済み出願一覧表に載せられます。主

として、本プログラムの意図は、第一次オフィス

アクションの発行を迅速化することです。出願人

が応答を提出すると、次のオフィスアクション

は、応答を提出してから2～4ヶ月以内に発行され

るはずです。   

V. 提案 

 現在、USPTOでの未処理特許出願件数が多いた

め、第一次オフィスアクションの発行にかなりの

遅延がみられます。グリーン⋅テクノロジーに関す

る出願を有し、更に早く特許保護を得ることを希

望する場合、本プログラムは、有益であるかもし

れません。最初の3,000人の出願人のみが申請を提

出することができるため、本プログラムを利用す

るために、早期に行動を起こすことをお勧めしま

す。本プログラムに参加するかどうかを検討する

際、下記のステップについてご検討ください: 

(a) グリーン⋅テクノロジーに関する出願の特

許ポートフォリオを再検討する; 

(b) 出願審査迅速化の欠点を検討する;  

(c) USPTOが行動を起こすと思われる日付を

判断する; 

(d) 審査用の請求項数を限定することの利点と

欠点を検討する; 

(e) 議論なしで限定および選択要件に応答する

ことの利点と欠点を検討する; 

(f) 早期公開のための要件と手数料についての

利点と欠点を検討する; および 

(g) 本プログラムは、審査迅速化された出願が

許可されることを保証するものではないことを考

慮する。    

 グリーン⋅テクノロジーに関する試験的プログラ

ムについて追加情報をご希望の場合、また審査迅

速化のための他の方法についてご質問等ございま

したら、是非お知らせください。  

*  *  *  *  * 

Oliff & Berridge, PLCは、米国バージニア州アレキ
サンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所で
す。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止
法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍す
る大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人
事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアン
トの代理人を務めています。 

このスペシャル⋅レポートは、今日重要性の高い法
的論点に関する情報を提供することを意図とする
ものであり、法的アドバイスを提供するものでも
なければ、Oliff & Berridge, PLCの法的見解を構成
するものでもありません。このスペシャル⋅レポー
トの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、
行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談くだ
さい。 

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、
email@oliff.com、または277 South Washington Street, 
Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い
合わせください。当事務所に関する情報は、ウエ
ブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけま
す。 
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